
令和8年度 滋賀労働局雇用環境・均等室の助成金
令和８年度に雇用環境・均等室で担当している主な助成金は、次のとおりです。（令和８年４月現在）

それぞれの助成金について、申請可能期間や、記載している内容以外にも詳細な要件がありますので、

申請を予定されている場合は、事前に雇用環境・均等室あてお問い合わせください。

（ TEL:077-523-1190）

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後８週間以
内に開始する育児休業を取得した場合や、男性の育児休業取得率が上昇した事業主に対して助成。

①男性労働者の育児休業取得
男性が育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び業務体制整備を行い、子の出生後８週間以内に開始する育児休業を

取得した男性労働者が生じた事業主に対して助成。
【支給額】・1人目（連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置を２つ以上実施） ：２０万円

※措置を４つ以上実施した場合、３０万円に増額
・2人目（連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措置を３つ以上実施）：１０万円
・3人目（連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措置を４つ以上実施）：１０万円

②男性労働者の育児休業取得率の上昇等
男性労働者の育児休業取得率が、前事業年度から３０ポイント以上上昇し、50％以上となった事業主、

または、男性労働者の育児休業取得率が２年連続７０％以上となった事業主に対して助成。
【支給額】６０万円（プラチナくるみん認定事業主は１５万円加算）

※１事業主あたり1回限り

仕事と育児の両立

「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに沿って、労働者の円滑な育児休業取得、職場復帰に取り組んだ事業主に対
して助成。

①育休取得時 ３０万円 ②職場復帰時 ３０万円（職場復帰時のみ支給は不可）
※１事業主あたり無期雇用労働者１人、有期雇用労働者1人の計2人まで助成

①中小企業事業主（★）のみ対象
②常時雇用する労働者300人以下の事業主

中小企業事業主（★）のみ対象

①②企業規模要件なし
③常時雇用する労働者300人以下の事業主

育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業
取得者の代替要員の新規雇用を実施した事業主に対して助成。

①手当支給等（育児休業） A.業務体制整備経費：６万円（育休１か月未満 2万円）
※労務コンサルを外部の専門業者に委託した場合 20万円
B.手当支給総額の３/４（上限１０万/月、１２カ月まで）
※ABの合計額を支給（最大１４０万円）

②手当支給等（短時間勤務） A.業務体制整備経費：３万円
※労務コンサルを外部の専門業者に委託した場合 20万円
B.手当支給総額の３/４（上限３万/月、子が３歳になるまで）
※ABの合計額を支給（最大１２８万円）

③新規雇用（育児休業） 代替期間に応じた額を支給 最短：７日以上１４日未満 ９万円
最長：1年以上 ８１万円

〇有期雇用労働者加算 １０万円

※①～③全て合わせて1年度１０人まで、初回から５年間支給

出生時両立支援コース（両立支援等助成金）

育児休業等支援コース（両立支援等助成金）

育休中等業務代替支援コース（両立支援等助成金）

  
★中小企業事業主とは
「業種」に応じて 「資本金の額又は出資の総額」または 「常時使用する企業全体の労働者数」のどちらか
の要件を満たす事業主です。



育児期の柔軟な働き方に関する制度（柔軟な働き方選択制度等）を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働
き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した事業主に助成。

①制度を3つ導入し、対象者が制度利用：２０万円
②制度を４つ以上導入し、対象者が制度利用：２５万円

※柔軟な働き方選択制度等→〇フレックスタイム制/時差出勤制度 〇短時間勤務制度
〇育児のためのテレワーク等 〇子の養育を容易にするための
〇保育サービスの手配・費用補助制度 休暇制度

そのほかの助成対象となる取組みについては次のとおりです。
③ 法で求める内容を上回る有給の子の看護等休暇を制度化し、対象者が制度利用 ３０万円
④ ①～③の制度について中学校修了までの子を養育する労働者が 利用できるものとした場合⇒ 20万円加算
⑤ ①～③の制度の制度について、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの障害児等を養育する労働者が

利用できるものとした場合⇒20万円加算

※①②は１事業主あたり１年度５人まで、③④⑤は1事業主あたり1回限り

＜育児休業等に関する情報公表加算＞
自社の育児休業等の取得状況（男性の育児休業等取得率、女性の育児休業等取得率、男女別の育児休業

平均取得日数）を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算（２万円）
出生時両立支援コース・育児休業等支援コース・育休中等業務代替支援コース・柔軟な働き方選択制度等
支援コースについて、コースごと１回のみ加算

仕事と介護の両立

「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合、または
仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替
する体制の整備を行った事業主に助成。

①介護休業 連続５日以上の休業：４０万円 連続15日以上の休業：６0万円
②介護両立支援制度

制度を1つ導入し、対象者が制度利用 20万円（合計60日以上の利用： ３０万円）
制度を２つ以上導入し、対象者が制度利用 25万円（合計60日以上の利用： ４０万円）
※介護両立支援制度→〇時差出勤制度 〇短時間勤務制度

〇介護のための在宅勤務制度 〇介護フレックスタイム制制度
〇介護サービス費用補助制度

③業務代替支援：新規雇用 連続5日以上の休業：２０万円 連続15日以上の休業：３０万円
手当支給等（介護休業） 連続5日以上の休業： 5万円 連続15日以上の休業：１０万円
手当支給等（短時間勤務） ３万円

④法で求める内容を上回る有給の介護休暇を制度化し、対象者が制度利用 ３０万円

※①～③はそれぞれ1事業主あたり5人まで支給(過去の実績含む)、④は1事業主あたり1回限り

〇環境整備加算 １０万円 ①～③のみ該当
仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組を４つ講じた場合、支給額に加算

※１事業主あたり１回のみ加算

介護離職防止支援コース（両立支援等助成金） 中小企業事業主（★）のみ対象

仕事と不妊治療等の両立

不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む)、更年期に対応するために利用可能な両立
支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康問題に
関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両支援制度を労働者が利用した事
業主に助成。※要件を満たせば性別を問わず全ての労働者が対象となります。

①不妊治療のための両立支援制度を5日（回）利用 ３０万円
②月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日（回）利用 ３０万円
③更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日（回）利用 ３０万円

※それぞれ1事業主あたり1回限り

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース（両立支援等助成金）
※中小企業事業主（★）のみ対象

柔軟な働き方選択制度等支援コース（両立支援等助成金） 中小企業事業主（★）のみ対象

※両立支援等助成金の
支給要領、申請書等は
下 コードから
厚生労働省 へ⇓



※申請期限 令和８年９月１日～申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は
同年11月30日のいずれか早い日（事業完了期限：交付決定年度の1月31日）

※ 10人以上の上限区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。

特例事業者とは、物価高騰等要件 に該当する事業者です。
この要件に該当する特例事業者は、助成対象経費の拡充も受けられます。また通常は助成対象となる生産性向上に資
する設備投資等として認められていないパソコン等も助成対象となります。（パソコン等は新規導入に限ります。）

業務改善助成金を支給
（最大 万円）

設備投資等
機械設備導入、コンサルティング、

など

事業場内最低賃金の
引き上げ

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
対象経費の例 【一部の事業者については、助成対象経費拡充】経費区分

・ レジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮機器・設備の導入

国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し経営コンサルティング

顧客管理情報のシステム化その他

・中小企業・小規模事業者であること （申請は事業場ごと）
・事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

助成率

助成上限額
引き上げる

労働者数

事業場内最低賃

金の引上げ額

コース

区分
事業場規模

30人未満の事業者

右記以外

の事業者

【事業場内最低賃金１０５０円未満】

４ ５

【事業場内最低賃金１０５０円以上】

３ ４

４０万円３０万円１人

50円
以上

５０円コース

７０万円４０万円２～３人

７０万円７０万円４～５人

９０万円９０万円６～７人

１１０万円１１０万円８人以上

１３０万円１３０万円10人以上※

５０万円４０万円１人

70円
以上

７ 0 円コース

１００万円５０万円２～３人

１３０万円１３０万円４～５人

１８０万円１８０万円６～７人

２３０万円２３０万円８人以上

３００万円３００万円10人以上※

１００万円９０万円１人

90円
以上

9 0 円コース

２４０万円１５０万円２～３人

２７０万円２７０万円４～５人

３６０万円３６０万円６～７人

４５０万円４５０万円８人以上

６００万円６００万円10人以上※

昨年度からの主な変更点
・対象事業者、申請コースが下記の通り、見直されました。
・助成対象経費の特例となっていた自動車（特殊用途自動車を除く）は、助成対象外となりました。
・引き上げる対象労働者について、雇用保険被保険者であるという要件が追加されました。
・物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近３か月間
のうち任意の１月」から「最近６か月間平均」になりました。

・その他、申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を50円以上引き上げ、生産性向上
に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

対象事業者

業務改善助成金 中小企業事業主（★）のみ対象

最低賃金引上げ



働き方改革の推進を支援します！

長時間労働の見直しのため、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進、労働時間などの設定改善推進等、
以下の成果目標に取り組む中小企業事業主や傘下企業を支援する事業主団体などに対し、その実施に要し
た費用の３/４（※上限額あり。取引環境改善コース・団体推進コースは別途定めあり。）を助成するも
のです。是非ご活用ください。

（１）業種別課題対応コース（助成上限額合計５５０万円）※業種により助成上限額は異なります。
建設業や運送業等、病院等、情報通信業・宿泊業の中小事業主が対象となっております。

①月６０時間を超える３６協定の時間外・休日労働時間数の縮減
②所定外労働時間の削減～令和８年度新設～
③年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
④時間単位の年次有給休暇制度を新規導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇の
いずれか１つ以上の新規導入
⑤９時間以上【運送業は 時間以上】の勤務間インターバルの新規導入、適用範囲拡大、時間延長
⑥４週における所定休日を１日以上増加【建設業のみ】
⑦医師の働き方改革の推進（労務管理体制の構築等と医師の労働時間の実態把握と管理を実施【病院等のみ】

（２）労働時間短縮・年休促進支援コース（助成上限額合計２００万円）
①月６０時間を超える３６協定の時間外・休日労働時間数の縮減
②年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
③時間単位の年次有給休暇制度を新規導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇のいずれか１つ以上
の新規導入

（３）勤務間インターバル導入コース（助成上限額１５０万円 ※令和 年度より引き上げ）
９時間以上の勤務間インターバル制度の新規導入、適用範囲拡大、時間延長

※上記（１）から（３）までのコースは、賃金引上げ加算制度（引上げ率、対象労働者数に応じて６
万～７２０万円上限加算）と割増賃金率引上げ加算制度（令和８年度新設。引上げ率、対象労働者数
に応じて２５万～１００万円上限加算）があります。

（４）取引環境改善コース（助成上限額 １００万円）～令和８年度新設～
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に
向けた取引環境整備の取組を行い、運送事業主の 以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短
縮に効果を上げるものです。

（５）団体推進コース（助成上限額５００万円）
中小企業の事業主団体などが、その傘下の事業主の労働条件の改善のため、時間外労働の削減や賃
金引上げに向けた取組を行い、構成事業主の１ ２以上に対してその取組または取組結果を活用するも
のです。

※各コースの交付要綱、支給要領、申請様式は、
右 コードから厚生労働省 へ⇒

人材確保等支援助成金（テレワークコース）
適切な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用

管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対して助成。

※テレワークコースの支給要領、申請マニュアル、リーフレット等は右 コードから厚生労働省 へ⇒
滋賀労働局雇用環境・均等室 〒 大津市打出浜 階

※中小企業事業主（★）のみ対象

※中小企業事業主（★）のみ対象

支給申請
支給申請

働き方改革推進支援助成金


